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 林業関連団体は、４月１０日、公明党との「林業懇話会」をルポール麹町で開催

し、山口那津男代表、井上義久幹事長をはじめ主要国会議員と懇談の場を持った。 

 これは、近年、公明党が、林業振興議員懇話会（会長：石田政調会長）を発足させ

るなど、森林・林業・木材産業に力を入れていることを受けたもので、今回初めて、

林業団体との意見交換の場が持たれた。懇談会では、出席した林業団体から、各団体

の概要を中心に森林・林業について紹介・説明を行うとともに、出席議員との間で和

やかななかで歓談が進められた。 

（当日の林業関連団体としての参加団体は以下の通り、法人格名称は省略） 

日本林業協会、全国森林組合連合会、全国木材組合連合会、日本林業経営者協会、日

本治山治水協会、日本林業土木連合協会、全国森林土木建設業協会、全日本木材市場

連盟、日本合板工業組合連合会、日本森林林業振興会 

 

公明党国会議員と公明党国会議員と公明党国会議員と   

「林業懇話会」を開催「林業懇話会」を開催「林業懇話会」を開催   

  

懇話会後には、公明党山口代表を囲んで参加林業団体との記念撮影も  
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◇第196回通常国会 主要日程 

20日まで 衆参農水委員会等において大臣所信に対

する質疑応答 

23日（金）参・農水委 平成30年度農林水産関係予

算案大臣説明 

26日（月）参・予算委 平成30年度総予算集中質疑 

28日（水）衆・農水委 一般質疑 

29日（木）衆・本会議 森林経営管理法案趣説質疑 

◇各政党主要日程 

 2日（月）超党派 農林漁村体験教育推進PT会合 

 2日（月）自民・健康/省エネ住宅を推進する議連 

 6日（火）自民・和の住まい議員連盟 

 7日（水）自民・子供の元気！農山漁村で育むPT 

13日（火）自民・農林役員会（白書骨子等） 

14日（水）自民・TPP等総合対策本部、内閣部会等 

14日（水）循環型社会形成のための木材利用推進議

員連盟総会（木材利用関連予算、経営管理法） 

15日（木）自民・農林合同（白書骨子案） 

16日（金）自民・林政対策合同（公共建築木造化） 

23日（金）自民・農産物輸出促進対策委員会 

27日（火）自民・林政対策委（国有林野事業等） 

28日（水）希望・経済再生・地域活性化部会 

 9日（月）地球環境大賞授賞式（明治記念館） 

10日（火）公明党との「林業懇話会」（ルポール

麹町） 

12日（木）指定都市木材利用促進議員連設立総会

および記念講演（東京木材会館） 

12日（木）大分県中津市耶馬渓町での山地災害の

学識経験者による現地調査実施 

15日（日）緑の月間スタート（5/14（月）まで） 

16日（月）国産材活用運動推進協議会「日本の森

林を守るために共に行動する企業」認定証授与

式（永田町ビル） 

17日（火）「森林と林業」編集会議 

20日（金）森林総合研究所一般公開（平成30年度

科学技術週間一環行事） 

25日（水）みどりの文化賞受賞者発表（佐藤清太

郎氏、森のようちえん全国ネットワーク連盟） 

27日（金）みどりの式典（憲政記念館） 

平成３０年３月 国会の動き 平成３０年４月 業界の動き 

 国産材活用運動推進協議会は、同協議会が進める「国産材を活

用し日本の森林を守る運動」の趣旨に賛同した企業・『ともに行

動する企業』を３月から公募していたが、このほど、その第一期

認定企業を決定し、４月１６日に認定証の授与式を開催した。 

国産材活用運動推進協議会は、戦後造成された日本の多くの森

林がいま活用期を迎えてきているが、こうした森林の健全性を維

持していくためには、「伐って・使って・植えて・育てる」とい

う循環利用のサイクルを構築しなければならず、この循環利用の

サイクルを構築することなくして、日本の林業・木材産業の再生

は実現できない――との決意のもとで昨年10月に結成をみた団体

で、「国産材を活用し日本の森林を守る活動（国産材活用運

動）」をスタートさせていた。 

 同協議会の設立趣旨に則り、ともに行動する企業として、この日、今回第一期の認定を受けた企業

は、株式会社シェルター（認定番号：30-0001、本社：山形県山形市）、タマホーム株式会社（認定番

号：30-0002、本社：東京都港区）、ナイス株式会社（認定番号：30-0004、本社：神奈川県横浜

市）、ニチハ株式会社（認定番号：30-0004、本社：名古屋市中区）、株式会社竹中工務店（認定番

号：30-0005、本社：東京都江東区）、杉友林業グループ（住友林業㈱、住友林業フォーレスト㈱、

他－認定番号：30-0006、本部：東京都千代田区）の６社で、今後は各社とも自社製品等に、国産材活

用運動の登録マーク（左上に表示）を表示し、運動を輪を広げる活動に協力していく 

国産材活用運動推進協議会 

『日本の森林を守るため共に行動する企業』の認定 

第一期 認定企業６社に認定証を授与 


